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富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
の
建
立
伝
承

　
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅
間
大
社
）
は
、
富
士
山
の
火
口
部
を
居

所
と
す
る
浅あ
さ
ま
の
お
お
か
み

間
大
神
を
遥よ

う
拝は

い
し
、
そ
の
噴
火
を
鎮
め
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
と

伝
わ
る
神
社
で
あ
る
。
境
内
に
は
、富
士
山
の
湧
水
を
起
源
と
す
る
湧わ
く
玉た
ま
池い
け（
特

別
天
然
記
念
物
）
が
あ
り
、
浅
間
大
社
は
そ
の
豊
富
に
湧
き
出
る
水
が
噴
火
を

鎮
め
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
場
所
に
建
て
ら
れ
た
と
伝
わ
る
。
ま
た
富

士
宮
市
の
市
名
は
、『
今こ
ん
昔じ
ゃ
く

物も
の
語が
た
り

集し
ゅ
う

』（
平
安
時
代
末
期
）
や
『
新
勅ち
ょ
く

撰せ
ん
和
歌
集
』

（
鎌
倉
時
代
）
に
あ
る
浅
間
大
社
の
呼
称
「
富
士
ノ
宮
」
に
由
来
す
る
。

　
現
在
の
浅
間
大
社
の
建
立
伝
承
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
浅
間
大
社
の
大
宮
司

富
士
民み
ん

済さ
い

が
編へ
ん

纂さ
ん

し
た
「
富
士
本
宮
浅
間
社
記
」（
以
下
、「
社
記
」）
に
基
づ

い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、垂す
い
仁に
ん
天
皇
の
治
世
に
富ふ
じ
の
お
お
か
み

士
大
神
を
山さ
ん
足そ
く
の
地（
場

所
不
明
）
へ
移
し
、
そ
の
後
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
が
山
足
の
地
か
ら
山
宮
（
山
宮
浅
間
神

社
か
）
へ
移
し
、
大だ
い
同ど
う
元
年
（
八
〇
六
）
に
坂さ
か
の

上う
え
の

田た

村む
ら
麻ま

呂ろ

が
山
宮
か
ら
大
宮

浅
間
（
浅
間
大
社
）
へ
移
し
た
と
あ
る
。

　
「
社
記
」
以
前
の
建
立
伝
承
を
見
て
い
く
と
、
慶け
い

長ち
ょ
う

一
一
年
（
一
六
〇
六
）

書
写
の
「
富
士
山
縁え

ん
起ぎ

」（
公く

文も
ん
富
士
家
文
書
、
個
人
蔵
）
で
は
、「
神じ
ん
功ぐ
う
皇
后

の
治
世
の
庚こ
う
申し
ん
の
年
」
に
社
を
作
っ
た
と
し
、
寛か
ん
永え
い
一
六
年
（
一
六
三
九
）
書

写
の
「
富
士
山
大
縁
起
写
」（
安あ
ん

養よ
う

寺じ

蔵
）
で
は
、
大
同
元
年
に
社
を
作
っ
た

と
す
る
。
一
方
、
元げ
ん
禄ろ
く
九
年
（
一
六
九
六
）
作
成
と
推
定
さ
れ
る
「
当
社
伝
記

大
概
」（
写
真
３−

１
）
で
は
、「
景け
い

行こ
う

天
皇
の
治
世
、
日
本
武
尊
が
浅せ
ん

間げ
ん

大だ
い

明み
ょ
う

神じ
ん
を
山
頂
か
ら
麓
山
宮
へ
勧
請
し
、
延え
ん
暦り
ゃ
く

年
間
（
七
八
二
～
八
〇
六
）
に
坂
上
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写真 3-1　当社伝記大概（公文富士家文書、個人蔵）

翻 

刻
一
人
王
十
二
代
景
行
天
皇
四
十
庚
戌
年
日
本
武
尊
東
征
、
此
時
託
巫
女
現

垂
跡
浅
間
大
明
神
、
自
富
士
山
頂
上
勧
請
之
鎮
坐
、
号
麓
山
宮
、
是
日

本
武
尊
之
開
基
也
、
其
後
桓
武
天
皇
御
宇
延
暦
年
中
、
田
村
丸
奉
　
天

勅
自
山
宮
一
里
余
南
方
地
勧
請
之
、
号
大
宮
本
宮
今
之
鎮
坐
是
也
、
本

富
知
神
社
也
、
其
時
移
他
地
、
富
知
神
社
・
倭
文
神
社
、
本
社
浅
間
之

為
末
社
今
尚
祭
之
、
往
々
浅
間
之
社
雖
有
之
皆
以
支
流
也
、
以
本
宮
為

根
本
、
府
之
浅
間
宮
者
二
条
院
永
万
年
中
自
本
宮
勧
請
之
故
号
新
宮

云
々
、
延
喜
年
中
之
説
有
之
、
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田
村
麻
呂
が
浅
間
大
明
神
を
そ
こ
か
ら
一
里
余
り
南
に
移
し
、
大
宮
本
宮
（
浅

間
大
社
）
と
呼
ん
だ
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
山
宮
は
、
元
禄
九
年
ご
ろ
に
浅

間
大
社
が
元
々
あ
っ
た
場
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
社
記
」

に
あ
る
浅
間
大
社
の
建
立
伝
承
は
、
中
世
ま
で
に
成
立
し
た
縁
起
に
段
階
的
に

肉
付
け
が
な
さ
れ
て
成
立
し
た
と
言
え
る
。

古
代
の
浅あ
さ
間ま

宮の
み
や

（
現
浅
間
大
社
）

　

八
世
紀
後
半
以
降
、
律
令
国
家
は
地
方
の
霊
験
あ
る
神
々
に
対
し
て
神し
ん

階か
い

を
授
与
し
、
神
社
の
序
列
化
を
進
め
た
。
そ
の
中
で
富
士
山
の
神
で
あ
る

「
浅あ
さ
ま
の
か
み

間
神
」
は
、
仁に
ん
寿じ
ゅ
三
年
（
八
五
三
）、
従じ
ゅ
三さ
ん
位み

の
神
階
を
与
え
ら
れ
た
。
そ

の
後
浅
間
神
は
、貞じ
ょ
う

観が
ん
元
年
（
八
五
九
）
に
正し
ょ
う

三さ
ん
位み

、永え
い
治じ

元
年
（
一
一
四
一
）

に
正
一
位
へ
昇
進
し
た
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
に
よ
れ
ば
、貞
観
の
噴
火
（
八
六
四
～
八
六
六
）
の
こ
ろ
、

駿
河
に
は
噴
火
の
鎮
静
を
祈
る
社
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
社
の
場
所
は
不
明

で
あ
る
。
天て
ん

暦り
ゃ
く

年
間
（
九
四
七
―
五
七
）、
駿
河
国こ
く

司し

の
平た
い
ら
の

兼か
ね

盛も
り

が
湧
玉
池
・

御み
た
ら
し
手
洗
川が
わ
周
辺
で
行
わ
れ
る
臨り
ん
時じ

祭さ
い
祀し

に
参
列
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ

ろ
に
は
浅
間
宮
が
現
在
地
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
の
浅
間
宮

　
文ぶ
ん
治じ

四
年
（
一
一
八
八
）
六
月
、
後
白
河
法
皇
は
鎌
倉
幕
府
に
対
し
院
宣
を

出
し
て
皇
室
領
の
年
貢
の
上
納
を
督と
く
促そ
く
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
浅
間
宮
領
と
考

え
ら
れ
る
長ち
ょ
う

講こ
う
堂ど
う
領
「
富ふ

士じ

神し
ん
領り
ょ
う

」
が
確
認
で
き
る
。

　
建け
ん

保ぽ
う

七
年
（
一
二
一
九
）、
駿
河
国
司
に
任
じ
ら
れ
た
北
条
泰や
す

時と
き

は
、
三
月

に
平
安
時
代
後
期
以
来
の
国
司
の
就
任
儀
礼
に
則
り
、
浅
間
宮
を
神し
ん

拝ぱ
い

し
た
。
ま
た
貞じ

ょ
う

応お
う

二
年
（
一
二
二
三
）、
北
条
義よ

し

時と
き

が
執
り
仕
切
っ
て
浅

間
宮
の
造ぞ
う

替た
い
・
遷せ
ん

宮ぐ
う

を
行
っ
た
。
文ぶ
ん

永え
い

一
一
年
（
一
二
七
四
）・
弘こ
う

安あ
ん

四
年

（
一
二
八
一
）、
二
回
に
わ
た
る
元げ
ん

寇こ
う

に
対
し
、
鎌
倉
幕
府
は
各
国
の
守
護
職

を
介
し
て
全
国
の
一い

ち
の

宮み
や
・
国こ
く
分ぶ
ん
寺じ

に
異い

国こ
く
降こ
う
伏ふ
く
祈き

祷と
う
を
命
じ
て
お
り
、
浅

間
宮
も
駿
河
国
一
宮
と
し
て
こ
れ
に
従
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

写真 3-2　後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇綸
りん

旨
し

（大宮司富士家文書、静岡県立中央図書館蔵）
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南
北
朝
時
代
の
浅
間
宮

　
元げ
ん
弘こ
う
三
年
（
一
三
三
三
）
に
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
と
、
京
都
へ
戻
っ
た
後ご

醍だ
い
醐ご

天
皇
に
よ
る
親
政（
建
武
の
新
政
）が
始
ま
っ
た
。後
醍
醐
天
皇
は
綸り
ん
旨し（
天

皇
の
命
令
書
）
に
よ
り
寺
社
へ
所
領
な
ど
の
寄
進
を
し
て
お
り
、
浅
間
宮
に
対

し
て
も
駿
河
国
下し
も
嶋じ
ま
の

郷ご
う
（
静
岡
市
駿
河
区
）
地じ

頭と
う
職し
き
を
寄
進
し
た
。

　
さ
ら
に
、
天
皇
は
建け
ん
武む

元
年
（
一
三
三
四
）
五
月
ま
で
に
政
策
の
一
環
と
し

て
、
諸
国
一い
ち
の

宮み
や
・
二に
の
宮み
や
に
対
す
る
本
所
（
本
家
職
や
領
家
職
を
持
つ
天
皇
家
や

公
家
な
ど
）
の
領
有
権
を
停
止
し
、
一
宮
・
二
宮
が
天
皇
か
ら
直
接
権
利
の
保

障
な
ど
を
受
け
る
よ
う
に
し
た
。
同
年
九
月
、
天
皇
は
浅
間
宮
に
対
し
、
前
述

の
「
富
士
神
領
」
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
富
士
上か
み
方か
た
を
寄
進
し
、社
家
興
行
（
社

殿
の
修
復
や
仏
神
事
の
厳
格
な
実
施
な
ど
）
と
戦
勝
祈
願
を
命
じ
て
い
る
（
写

真
３−

２
）。
こ
れ
も
こ
の
政
策
に
基
づ
く
措
置
と
考
え
ら
れ
る
。

　
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
九
月
、
中な
か

先せ
ん

代だ
い

の
乱
を
鎮
圧
し
た
足
利
尊た
か

氏う
じ

は
、

天
皇
の
帰
京
命
令
に
反
し
て
鎌
倉
に
留
ま
り
、
反
乱
鎮
圧
で
功
績
が
あ
っ
た
武

士
に
恩お
ん
賞し
ょ
う

の
給
与
な
ど
を
し
た
た
め
、
一
一
月
、
天
皇
は
新に
っ
田た

義よ
し
貞さ
だ
に
尊
氏
追つ
い

討と
う
の
宣せ
ん
旨じ

を
与
え
た
。
こ
の
間
尊
氏
は
、
後
の
戦
勝
祈
願
の
た
め
に
源
氏
ゆ
か

り
の
神
社
や
浅
間
宮
、
三
島
社
へ
所
領
を
寄
進
し
た
。
尊
氏
の
弟
の
直た
だ
義よ
し
も
こ

れ
に
倣な
ら
い
、
遠と
お
江と
う
み

国
内
の
所
領
を
浅
間
宮
に
寄
進
し
て
い
る
。

　

建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
に
室
町
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
駿
河
・
遠
江
が

幕
府
の
管
轄
国
（
幕
府
分
国
）
と
な
り
、
守
護
が
置
か
れ
た
。
康こ

う

安あ
ん

二
年

（
一
三
六
二
）、
駿
河
守
護
今
川
範の
り
氏う
じ
は
先
例
に
倣
っ
て
有う

度ど

郡
内
の
浅
間
宮
領

の
諸
役
を
免
除
す
る
と
と
も
に
、
社
領
へ
の
乱
入
狼ろ
う
藉ぜ
き
を
停
止
す
る
旨
の
書か
き
下く
だ
し

を
富
士
大
宮
司
に
与
え
た
。

室
町
時
代
の
浅
間
宮

　
応お
う

永え
い

二
五
年
（
一
四
一
八
）、
将
軍
足
利
義よ
し

持も
ち

は
浅
間
宮
の
大
宮
司
富
士
氏

の
訴
え
を
受
け
、
駿
河
守
護
今
川
範の
り

忠た
だ

に
対
し
、
社
領
の
課
役
を
免
除
す
る
よ

写真 3-3　管
かん

領
れい

細
ほそ

川
かわ

満
みつ

元
もと

奉
ほう

書
しょ

（大宮司富士家文書、静岡県立美術館蔵）
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う
命
じ
た
。
あ
わ
せ
て
義
持
は
大
宮
司
に
対
し
、
免
除
分
を
金
物
の
修
理
費
用

に
充
て
、
速
や
か
に
社
殿
の
造
営
を
行
う
こ
と
、
社
領
に
賦ふ

課か

さ
れ
た
社
役
を

納
め
な
い
者
に
対
し
て
催
促
し
、
完
納
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
義
持

は
造
営
料
の
た
め
、
駿
河
国
内
外
に
段た
ん
銭せ
ん
（
田
の
面
積
ご
と
に
賦
課
す
る
臨
時

税
）
や
徳と
く
銭せ
ん
（
裕
福
な
商
工
業
者
に
賦
課
す
る
臨
時
税
）
を
賦
課
し
た
（
写
真

３−

３
）。
し
か
し
、
永え
い

享き
ょ
う

三
年
（
一
四
三
一
）
に
な
っ
て
も
造
営
が
完
了
し

な
か
っ
た
た
め
、
将
軍
足
利
義よ
し
教の
り
は
駿
河
守
護
今
川
範の
り
政ま
さ
に
対
し
、
遷
宮
の
日

時
を
上
申
す
る
よ
う
催
促
し
て
い
る
。

戦
国
時
代
の
大
宮
浅
間
神
社
（
現
浅
間
大
社
、
以
下
、
浅
間
神
社
）

　
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
河か

東と
う
一
乱
や
武
田
・
北
条
と
の
三
国
同
盟
の
締
結
を

契
機
に
、
今
川
義よ
し
元も
と
は
領
国
と
し
て
富
士
宮
を
含
む
河
東
地
域
（
駿
河
国
の
富

士
川
以
東
）
の
支
配
を
進
め
て
い
っ
た
。
こ
の
間
、
義
元
は
河
東
一
乱
で
浅
間

神
社
を
離
れ
た
大
宮
司
に
代
わ
っ
て
浅
間
神
社
の
神
職
の
権
利
保
障
を
行
い
、

大
宮
司
の
代
官
を
置
い
た
。
そ
の
後
義
元
の
跡
を
継
い
だ
氏う
じ
真ざ
ね
は
、
富
士
信の
ぶ
忠た
だ

を
大
宮
司
に
任
命
し
た
。

　
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
か
ら
今
川
氏
に
代
わ
り
駿
河
を
治
め
る
よ
う
に

な
っ
た
武
田
氏
は
家
臣
に
命
じ
、
浅
間
神
社
の
神
職
を
改
め
、
神
職
の
権
利
保

障
や
新
た
な
相
続
人
の
指
名
な
ど
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
武
田
信
玄
は
、
家
臣
の

鷹た
か
野の

徳の
り
繁し
げ
の
次
男
千ち

代よ

を
富
士
信
忠
の
養
子
と
し
た
上
で
、
大
宮
司
の
後
継
者

に
指
名
し
た
。
千
代
は
ま
だ
幼
か
っ
た
た
め
、
徳
繁
が
代
官
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
信
玄
の
跡
を
継
い
だ
勝か
つ
頼よ
り
は
、
浅
間
神
社
の
遷
宮
が
完
了
す
る
直

前
の
天て
ん
正し
ょ
う

五
年
（
一
五
七
七
）
三
月
、
武
士
と
し
て
取
り
立
て
て
い
た
富
士
信の
ぶ

通み
ち
（
信
忠
の
子
）
を
大
宮
司
に
任
命
し
、
神
職
と
し
て
武
田
氏
に
奉
公
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
。
こ
の
措
置
は
武
田
氏
が
、
富
士
氏
の
神
職
と
し
て
の
知
識
・
経

験
・
技
術
が
、
武
士
で
あ
る
徳
繁
や
ほ
か
の
神
職
で
は
代
わ
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
時
完
成
し
た
社
殿
は
、『
信し

ん

長ち
ょ
う

公こ
う

記き

』
に
よ
れ
ば
北
条
氏
の
軍
事
行
動

の
際
に
焼
き
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
武
田
氏
に
代
わ
り
駿
河
を
治

め
る
よ
う
に
な
っ
た
徳
川
氏
は
、
家
臣
の
井
出
正ま
さ
次つ
ぐ
に
対
し
、
浅
間
神
社
の
仮

殿
を
建
て
る
よ
う
に
指
示
を
す
る
と
と
も
に
、
神
職
の
屋
敷
や
商
人
の
商
い
な

ど
を
含
め
た
浅
間
神
社
周
辺
の
復
興
・
再
整
備
を
図
っ
た
。

写真 3-4　武田氏家臣土屋杢
もく

左
ざ

衛
え

門
もん

尉
のじょう

奉納能面（四和尚宮崎家資料、個人蔵）

翻 

刻

  【
右
の
面
】

天
正
九
年
か
の
と
の
ミ

　
　
　
　
正
月
吉
日

三
面
ノ
内

　
　
　
　
土
屋
杢
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
奉
納

  【
左
の
面
】

天
正
九
年
か
の
と
の
ミ

　
　
　
　
正
月
吉
日

□〔
三
〕

面
ノ
内 

　
　
　
　
土
屋
杢
左
衛
門
尉

　
　
　
　
　
□〔

奉
〕

納

※
土
屋
杢
左
衛
門
尉
は
、
武
田

水
軍
（
海
賊
衆
）
の
一
人
。

永
禄
一
三
年
（
一
五
七
〇
）
に

は
、
久
能
城
に
立
て
籠
も
り
、

海
賊
衆
と
し
て
活
躍
し
た
こ

と
で
、
武
田
信
玄
か
ら
江
尻

な
ど
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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山
宮
浅
間
神
社
に
関
わ
る
伝
承

　
山
宮
浅
間
神
社
は
、
富
士
山
を
直
接
遥よ
う
拝は
い
し
、
祭
儀
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
築
造
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
施
設
で
あ
る
（
写
真
３−

５
）。
現
在
、
富

士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅
間
大
社
）
の
元
宮
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

が
、
前
節
の
と
お
り
山
宮
が
元
宮
と
し
て
史
料
上
確
認
で
き
る
の
は
、
元げ
ん
禄ろ
く
九

年
（
一
六
九
六
）
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
書
写
の「
古こ

文も
ん
状じ
ょ
う

」（
尊
経
閣
文
庫
蔵
）に
、天て
ん
承し
ょ
う

二
年（
一
一
三
二
）、

有ゆ
う
鑑か
ん
（
末ま
つ
代だ
い
）
と
い
う
修
行
者
が
富
士
山
へ
登
る
時
、
山
宮
に
百
日
間
参さ
ん
籠ろ
う
し

て
大だ
い
仏ぶ
っ
頂ち
ょ
う

陀だ

羅ら

尼に

を
三
〇
万
回
唱
え
た
こ
と
、
下
山
後
山
宮
に
滞
在
し
た
有
鑑

を
、
宮
司
（
浅
間
大
社
の
宮
司
か
）
を
は
じ
め
神
職
ら
が
出
迎
え
、
賛さ
ん
嘆た
ん
し
た

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
な
お「
古
文
状
」は
研
究
上
、建
長
三
年（
一
二
五
一
）

書
写
の
称し
ょ
う

名み
ょ
う

寺じ

旧
蔵
「
浅せ
ん

間げ
ん

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

縁え
ん

起ぎ

」（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
蔵
）
の

続
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
浅
間
大
社
の
旧
神
官
家
で
あ
る
公く

文も
ん
富
士
家
伝
来
の
「
富
士
山
大だ
い
縁え
ん

起ぎ

本
社
末
社
之
次
第
」（
天
正
二
〇
年〈
一
五
九
二
〉書
写
、写
真
３−

６
）に
は
、

山
宮
に
祀ま
つ
ら
れ
る
神
の
本ほ
ん
地じ

仏ぶ
つ
が
不ふ

動ど
う
明み
ょ
う

王お
う
と
あ
る
が
、詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

戦
国
時
代
の
山
宮

　
山
宮
に
関
わ
る
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
山
宮
に

お
け
る
祭
事
を
執
り
行
う
浅
間
大
社
の
神
職
「
山や
ま
宮み
や
大た

夫ゆ
う
」
に
関
わ
る
史
料
が

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
戦
国
時
代
の
山
宮
大
夫
の
変
遷
に
つ
い
て
よ
く
わ

か
る
の
が
、
天て
ん

文ぶ
ん

二
一
年
（
一
五
五
二
）
付
け
「
今
川
義よ
し

元も
と

判は
ん

物も
つ

写
」（
写
真

３−
７
）
で
あ
る
。

　
天
文
六
～
一
四
年
（
一
五
三
七
～
四
五
）
に
か
け
て
発
生
し
た
河か

東と
う
一
乱
の

際
、
山
宮
大
夫
は
今
川
氏
に
敵
対
し
て
行
方
を
く
ら
ま
せ
た
。
そ
の
た
め
、
乱
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写真 3-5　山宮浅間神社遥拝所



117

後
の
天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
か
ら
は
、
大
鏡
坊
頼ら
い
慶け
い
（
富
士
山
興こ
う
法ほ
う
寺じ

の

修し
ゅ
験げ
ん
者じ
ゃ
）
の
子
の
又
三
郎
が
山
宮
大
夫
を
相
続
し
た
。
義
元
は
、
又
三
郎
が
支

配
す
る
土
地
に
つ
い
て
取
り
決
め
る
と
と
も
に
、
又
三
郎
が
山
宮
大
夫
の
社
役

を
無
沙
汰
し
た
時
は
、
頼
慶
が
代
わ
り
を
務
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。
永え
い
禄ろ
く
元
年

（
一
五
五
八
）、
又
三
郎
が
行
方
を
く
ら
ま
せ
る
と
、
義
元
は
頼
慶
に
山
宮
大
夫

を
務
め
る
よ
う
命
じ
た
。

　
今
川
氏
の
後
、
駿
河
を
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
武
田
氏
は
、
駿
河
の
寺
社
に

対
し
土
地
の
寄
進
や
諸
役
免
除
な
ど
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
武
田
信
玄
は
家
臣

に
命
じ
、
浅
間
神
社
の
神
職
を
改
め
、
権
利
保
障
や
新
た
な
相
続
人
の
指
名
な

ど
を
行
っ
た
。
こ
の
時
山
宮
大
夫
は
、
以
前
か
ら
所
持
し
て
い
る
富
士
山
興
法

寺
の
伝で
ん
京き
ょ
う

坊ぼ
う
（
弁べ
ん
暁ぎ
ょ
う

坊ぼ
う
）
の
道ど
う
者し
ゃ
に
関
わ
る
権
利
を
認
め
ら
れ
た
り
、
北
山
の

屋
敷
・
厨く
り
屋や

田で
ん
の
還
付
を
受
け
た
り
し
て
い
る
。

写真 3-7　今川義元判物写（「富士山興法寺大鏡坊記録」、村山浅間神社蔵）

写真 3-6　富士山大縁起本社末社之次第
　　　　　  （公文富士家文書、個人蔵）

翻
刻
文

　
富
士
山
宮
太
夫
跡
職
之
事

右
、
去
丙
年
一
乱
之
刻
、
依
悪
党

之
儀
顕
形
令
逐
電
、
彼
子
孫
退

転
之
条
、
従
未
年
拘
来
之
、
然

者
大
岩
之
田
畠
宮
田
之
内
、
御

造
作
田
弐
ヶ
所
、厩
免
、畠
屋
敷
、

名
職
共
永
不
可
有
相
違
、
大
宮

司
相
定
之
上
、
代
官
社
人
号
親

類
雖
富
士
又
七
郎
相
抱
、
雖
為

弁
暁
坊
領
、
富
士
又
七
郎
ニ
申

合
、
知
行
令
相
続
云
々
、
若
彼

坊
就
相
違
者
、
如
一
札
前
之
山
宮

太
夫
之
知
行
可
請
取
之
、
若
当

山
宮
太
夫
於
有
無
沙
汰
之
儀
者
、

大
鏡
坊
頼
慶
相
計
之
、
社
役
等

無
怠
慢
令
勤
仕
、
可
抽
国
家
安

全
之
懇
祈
者
也
、
仍
而
如
件

　
天
文
廿
一
年
六
月
晦
日
　

�

治
部
大
輔
書
判

　
　
　
　
　
山
宮
太
夫

　
　
　
　
　
　
　
又
三
郎
殿

右
本
書
甲
州
西
河
内
福
士
村
重

右
衛
門
方
ニ
有
之
候
、
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山さ
ん
岳が
く
修
行
の
場
「
富
士
山
」
と
興こ
う
法ほ
う
寺じ

・
村
山
浅
間
神
社

　
平
安
時
代
後
期
、日
本
古
来
の
山
岳
を
聖
地
と
崇
め
る
山
岳
信
仰
を
基
調
に
、

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
・
仏
教
・
道
教
・
神
道
な
ど
の
影
響
の
も
と
「
修し
ゅ
験げ
ん
道ど
う
」
が

生
ま
れ
た
。
修
験
道
は
山
岳
修
行
で
超
自
然
的
な
力
（
験げ
ん
力り
き
）
を
獲
得
し
、
そ

の
力
を
用
い
て
呪
術
宗
教
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
を
中
核
と
し
て
お
り
、
験
力

を
修
め
た
者
は
修
験
者
ま
た
は
山や
ま

伏ぶ
し

と
呼
ば
れ
た
（
以
下
、
修
験
者
）。
修
験

者
は
羽は

黒ぐ
ろ

山さ
ん
（
山
形
県
）
や
大お
お

峰み
ね

山さ
ん
（
奈
良
県
）、
立た
て

山や
ま
（
富
山
県
）、
彦ひ
こ

山さ
ん

（
英ひ

彦こ

山さ
ん
、
福
岡
県
）
な
ど
全
国
各
地
の
山
岳
で
修
行
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
中
で
富
士
山
も
修
行
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

富
士
山
を
山
岳
修
行
の
場
と
位
置
付
け
た
史
料
的
に
確
実
な
人
物
の
一
人

に
、駿
河
出
身
で
伊
豆
走そ
う
湯と
う
山さ
ん（
熱
海
市
の
伊
豆
山
神
社
）や
実じ
っ
相そ
う
寺じ
（
富
士
市
）

な
ど
で
修
行
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
末ま
つ
代だ
い
上し
ょ
う

人に
ん
が
い
る
（
本
編
第
五
章
第
二
節
）。

末
代
は
『
本ほ
ん

朝ち
ょ
う

世せ
い

紀き

』（
平
安
時
代
末
期
成
立
）
に
富
士
登
山
を
し
、
山
頂
に

大
日
寺
を
構
え
た
「
富
士
上
人
」
と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た
『
地じ

蔵ぞ
う
菩ぼ

薩さ
つ
霊れ
い
験げ
ん

記き

』
収
録
の
日ひ

金が
ね
山さ
ん
に
関
わ
る
説
話
（
室
町
時
代
後
期
頃
ま
で
に
成
立
、
写
真

３−

８
）
に
は
、
富
士
山
で
修
行
し
た
末
代
が
富
士
山
の
麓
の
村
山
に
お
い
て

寺
院
を
建
立
し
、
そ
こ
で
即そ

く

身し
ん

仏ぶ
つ

と
な
り
、「
大だ
い

棟と
う

梁り
ょ
う

」
と
い
う
山
の
守
護
神

に
な
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
末
代
が
建
立
し
た
寺
院
が
発
展
し
た
の
が
、
中
世
に

は
富
士
山
で
修
行
す
る
修
験
者
の
拠
点
と
な
っ
た
富
士
山
興
法
寺
（
以
下
、
興

法
寺
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
興
法
寺
は
、
江
戸
時
代
に
は
聖し
ょ
う

護ご

院い
ん
門も
ん
跡ぜ
き
（
以

下
、
聖
護
院
）
を
本
山
と
し
、
村
山
三
坊
（
大だ
い
鏡き
ょ
う

坊ぼ
う
・
池ち

西せ
い
坊ぼ
う
・
辻つ
じ
之の

坊ぼ
う
）
と

い
う
修
験
者
を
中
心
に
運
営
さ
れ
た
。

　
な
お
興
法
寺
は
、
明
治
時
代
初
期
の
政
府
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
り
一
部
が

村
山
浅
間
神
社
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
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室
町
時
代
の
興
法
寺

　
室
町
時
代
ま
で
の
興
法
寺
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
史
料
が
あ
ま
り
残
っ
て

お
ら
ず
不
明
な
点
が
多
い
。
走
湯
山
密み
つ
厳ご
ん
院い
ん
の
関
東
の
寺
領
一
覧
（
応お
う
永え
い
五
年

〈
一
三
九
八
〉
作
成
）
に
は
「
富
士
村
山
寺
」
と
あ
る
。
密
厳
院
は
真
言
密
教

僧
が
別
当
職
を
継
承
す
る
走
湯
山
内
の
一
院
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
興
法

寺
の
前
身
と
思
わ
れ
る
村
山
寺
も
ま
た
真
言
宗
寺
院
で
あ
っ
た
。

　
文ぶ
ん
明め
い
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
に
興
法
寺
で
造
立
さ
れ
た
木
造
大だ
い
日に
ち
如に
ょ
来ら
い
坐ざ

像ぞ
う

（
金こ
ん

剛ご
う

界
）
の
胎た
い

内な
い

銘め
い
（
写
真
３−

９
）
に
よ
れ
ば
、
寺
内
に
は
修
験
者
か
ら

な
る
「
衆し
ゅ
徒と

」
と
雑
役
を
務
め
る
「
承し
ょ
う

仕じ

」
が
お
り
、
衆
徒
の
中
か
ら
寺
の
代

表
者
「
寺じ

務む

」
と
、
執
行
機
関
「
寺じ

家け

」
が
選
ば
れ
た
。
ま
た
興
法
寺
は
、
本

宮
（
浅
間
大
社
）
の
大
宮
司
富
士
氏
と
協
力
関
係
に
あ
っ
た
。

戦
国
時
代
の
興
法
寺

　
戦
国
時
代
を
迎
え
る
と
興
法
寺
に
関
わ
る
史
料
が
増
加
し
、
内
部
組
織
や
戦

国
大
名
と
の
関
わ
り
が
見
え
て
く
る
。

　
戦
国
時
代
の
興
法
寺
に
は
、
富
士
山
で
修
行
す
る
修
験
者
（
村
山
修
験
）
が

所
属
し
た
。
寺
内
は
、
参さ
ん
詣け
い
者し
ゃ
（
道ど
う
者し
ゃ
）
の
勧
誘
や
廻か
い
檀だ
ん
配は
い
札さ
つ
活
動
な
ど
を
行

い
、
村
山
集
落
で
道
者
の
た
め
の
宿
坊
を
経
営
す
る
「
衆
徒
」
と
、
集
落
の
内

外
に
本
拠
地
を
持
ち
、先せ

ん
達だ
つ
と
し
て
活
動
す
る
「
山
伏
」
の
二
階
層
に
分
か
れ
、

衆
徒
の
中
か
ら
寺
の
代
表
者
「
寺
務
代
」
が
選
ば
れ
た
。

　
天て
ん

文ぶ
ん

二
年
（
一
五
三
三
）、
今
川
氏う
じ

輝て
る

は
辻
之
坊
葛か
ず
ら

山や
ま

頼ら
い

真し
ん

に
寺
務
代
継
承

を
保
障
し
た
。
寺
務
代
の
職
務
に
は
、
寺
領
の
管
轄
や
衆
徒
・
山
伏
の
出し
ゅ
っ

仕し

勤ご
ん

行ぎ
ょ
う（
法
会
な
ど
へ
の
出
仕
と
読
経
な
ど
の
勤
行
）を
滞
り
な
く
行
わ
せ
る
こ
と
、

道
者
が
支
払
う
役
銭
や
、
村
山
か
ら
富
士
山
頂
ま
で
の
間
に
存
在
し
た
諸
堂
・

諸
末
社
で
道
者
が
納
め
る
参さ
ん

銭せ
ん

（
賽さ

い
銭せ

ん
）
の
徴
収
な
ど
が
あ
っ
た
。

　
天
文
二
三
年
（
一
五
五
四
）、
今
川
義よ
し

元も
と

は
辻
之
坊
葛
山
助
六
郎
・
池
西
坊

某な
に
が
し

に
対
し
頼
真
の
権
利
の
継
承
を
保
証
し
た
。
以
後
、
江
戸
時
代
初
期
ま
で
興

写真 3-9　木造大日如来坐像（金剛界）（右）と膝
しつ

部
ぶ

胎
たい

内
ない

銘
めい

（左）（村山浅間神社蔵）

翻
刻

【
上
】
膝
裏
部
墨
書
銘

　
承
仕
三
人

　
浄
童

　
了
円

　
慶
円

（
異
筆
）

「
天
保
十
五
甲
辰
天
二
月
朔
加
修
理

  

　
池
西
坊
栄
寿

  

　
大
鏡
坊
頼
茂

  

　
辻
之
坊
頼
長

　
　
　
　
在
府〔
　
　
〕不
居
合

　
　
　
代
龍
宝
院
寿
令

  

大
仏
師
　
長
沢
法
橋
　
金
保 

」

【
下
】
体
幹
材
膝
前
部
墨
書
銘

　
文
明
拾
年
三
月
廿
日

　
於
大
鏡
作
之
委
細
御
身
之
内
ニ
書
留

　
也

（
ニ
而
ヵ
）
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法
寺
は
、
辻
之
坊
・
池
西
坊
の
二
人
の
寺
務
代
（
両
寺
務
代
）
に
よ
り
統
制
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
写
真
３−

10
）。

　
興
法
寺
は
、富
士
山
へ
の
代
参
や
軍
事
奉
公
な
ど
、今
川
氏
に
対
し
宗
教
的・

軍
事
的
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、修
験
者
の
中
に
は
寺
を
離
れ
、

今
川
氏
に
奉
公
す
る
者
も
い
た
。
助
六
郎
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
出
仕
勤

行
は
代
理
人
が
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
助
六
郎
の
奉
公
の
内
容
に
つ

い
て
具
体
的
な
文
書
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
天
文
初
年
ご
ろ
に
は
、
大
鏡

坊
頼ら
い
秀し
ゅ
う

の
子
、
大だ
い
納な

言ご
ん
雪
山
（
東と
う
泉せ
ん
院い
ん
・
富
士
下し
も
方か
た
五
社
別
当
）
が
、
宗
教
政

策
を
支
え
る
僧
侶
と
し
て
、
そ
し
て
軍
事
奉
公
や
使
者
と
し
て
活
動
す
る
被
官

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
今
川
氏
に
奉
公
し
て
い
る
。
助
六
郎
も
雪
山
同
様
に
宗

教
的
・
軍
事
的
に
奉
公
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
永え
い
禄ろ
く
一
一
年
（
一
五
六
八
）
一
二
月
、武
田
氏
が
駿
河
侵
攻
を
開
始
す
る
と
、

興
法
寺
内
は
今
川
方
と
武
田
方
に
割
れ
た
。
助
六
郎
が
今
川
氏
か
ら
離
反
し
た

た
め
、
今
川
氏
は
大
納
言
雪
山
に
辻
之
坊
を
継
承
さ
せ
た
。
一
方
、
大
鏡
坊
は

今
川
氏
に
加
勢
し
た
北
条
氏
に
従
い
、
愛あ
し
鷹た
か
山
南
西
の
北
条
方
の
砦
で
あ
る
小こ

麦む
ぎ
石い
し
小ご

屋や

砦と
り
で

（
富
士
市
）
に
立
て
籠
も
り
、
武
田
氏
に
抵
抗
し
た
。
し
か
し
今

川
氏
は
滅
亡
し
、
武
田
氏
が
駿
河
を
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
武

田
氏
か
ら
興
法
寺
へ
発
給
さ
れ
た
文
書
は
少
な
く
、
寺
の
勢
力
は
削
が
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

　
天て

ん
正し
ょ
う

一
〇
年
（
一
五
八
二
）
に
武
田
氏
が
滅
亡
し
、
駿
河
を
徳
川
氏
が
治
め

る
よ
う
に
な
る
と
、
大
鏡
坊
・
辻
之
坊
・
池
西
坊
は
徳
川
氏
か
ら
興
法
寺
内
の

権
利
を
保
証
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
の
時
辻
之
坊
与よ

兵へ

衛え

は
助
六
郎
の
よ
う
に
勤

め
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
同
年
徳
川
氏
・
北
条
氏
の
間
で
発
生
し
た
天て
ん
正し
ょ
う

壬じ
ん
午ご

の
乱
で
は
、
寺
を
離
れ
徳
川
氏
の
も
と
で
奉
公
し
て
い
る
。

聖
護
院
と
駿
河
・
遠と

お
と

江う
み
の
修
験
者

　
聖
護
院
は
天
台
宗
寺
門
派
の
門
跡
で
、
江
戸
時
代
に
は
修
験
道
本
山
派
の
本

寺
と
し
て
、
醍だ
い
醐ご

寺じ

三さ
ん
宝ぼ
う
院い
ん
を
本
寺
と
す
る
修
験
道
当と
う
山ざ
ん
派
と
並
ん
で
、
全
国

の
修
験
者
を
統
括
す
る
役
目
を
担
っ
た
。こ
の
聖
護
院
を
頂
点
と
す
る
組
織
は
、

戦
国
時
代
に
聖
護
院
が
在
地
修
験
者
を
支
配
下
に
収
め
る
こ
と
で
、
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

写真 3-10　今川氏真判物（村山浅間神社蔵）
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文ぶ
ん

安あ
ん

四
年
（
一
四
四
七
）
に
聖
護
院
を
継
承
し
た
道ど
う

興こ
う

は
、
文ぶ
ん

明め
い

一
八
年

（
一
四
八
六
）
一
〇
月
、
東と
う

国ご
く

廻か
い

国こ
く

の
最
中
、
村
山
に
来
訪
し
た
。
し
か
し
文

書
な
ど
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
訪
問
に
よ
っ
て
聖
護
院
と
村
山
の
修
験
者
と

の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

　
道
興
の
二
代
後
に
聖
護
院
を
継
承
し
た
道ど
う
増ぞ
う
は
、
日
本
各
地
へ
の
廻
国
活
動

と
、
在
地
の
修
験
者
の
代
表
者
へ
の
年ね
ん
行ぎ
ょ
う

事じ

の
任
命
状
を
通
し
て
、
支
配
下
に

収
め
て
い
っ
た
。
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
三
月
、
河か

東と
う
一
乱
の
和わ

睦ぼ
く
調ち
ょ
う

停て
い

を
斡あ
っ
旋せ
ん
す
る
た
め
、
駿
河
に
下げ

向こ
う
し
て
い
た
道
増
は
、
興
法
寺
の
大お
お
内う
ち
按あ

察ぜ

使ち

坊ぼ
う
の
相
続
を
認
め
る
文
書
を
発
給
し
た
。
大
内
按
察
使
坊
は
、
今
川
氏
か
ら
駿

河
・
遠
江
両
国
の
修
験
者
の
代
表
者
と
認
め
ら
れ
た
有
力
な
修
験
者
で
あ
り
、

こ
の
文
書
は
慶け
い
覚か
く
坊ぼ
う
の
要
望
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後

慶
覚
坊
は
、天
文
一
九
年
（
一
五
五
〇
）
に
は
こ
の
文
書
な
ど
を
根
拠
に
、「
以

前
か
ら
両
国
の
修
験
者
の
代
表
者
は
、
本
所
（
聖
護
院
）
の
任
命
に
基
づ
き
今

川
氏
が
申
し
付
け
て
い
る
」
と
主
張
し
、
今
川
義
元
に
大
内
按
察
使
坊
の
相
続

を
認
め
る
文
書
を
発
給
さ
せ
た
（
写
真
３−

11
）。

　
し
か
し
、
天
文
一
四
年
以
降
、
聖
護
院
か
ら
両
国
の
修
験
者
の
代
表
者
へ
発

給
さ
れ
た
相
続
を
認
め
る
文
書
は
確
認
で
き
ず
、
義
元
の
文
書
の
み
残
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
時
期
、
聖
護
院
は
義
元
へ
両
国
の
修
験
者
の
代
表
者
は
自
身
が
任

命
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
こ
の
要
求
を
義
元
が
受
け
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
聖
護
院
は
天
文
一
四
年
を
以
て
両
国
の
修
験
者
を
支
配
下
に
置
い
た
と

思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
両
国
の
修
験
者
は
聖
護
院
を
本
所
と
し
て
仰
ぎ
つ

つ
も
、あ
る
程
度
自
律
性
を
持
っ
た
集
団
と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

今
川
氏
は
表
向
き
聖
護
院
の
要
求
を
受
け
入
れ
つ
つ
こ
れ
を
認
め
て
い
た
と
思

わ
れ
、
義
元
の
跡
を
継
い
だ
氏う
じ
真ざ
ね
も
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
に
聖
護
院
の

文
書
な
し
に
、
大
鏡
坊
を
両
国
の
修
験
者
の
代
表
者
と
し
て
認
め
る
文
書
を
発

給
し
て
い
る
。
結
局
こ
の
時
期
、
聖
護
院
は
両
国
の
修
験
者
を
支
配
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
駿
河
を
徳
川
氏
が
治
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
聖
護
院
配
下
の
勝し
ょ
う

仙せ
ん
院い
ん
が
駿
河

の
修
験
者
の
支
配
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
順
調
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。

江
戸
時
代
前
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
勝
仙
院
が
興
法
寺
領
以
外
の
駿
河
の
修

験
者
を
支
配
し
、
興
法
寺
が
御お

直じ
き
末ま
つ
寺じ

院い
ん
と
し
て
興
法
寺
領
内
の
修
験
者
を
支

配
す
る
体
制
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

写真 3-11　今川義元判物（村山浅間神社蔵）
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浅
間
大
社
遺
跡
（
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
〈
以
下
、
浅
間
大
社
〉）

　
浅
間
大
社
で
は
、
こ
れ
ま
で
一
〇
回
以
上
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

古
い
遺
物
と
し
て
は
、
縄
文
時
代
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
が
、
出
土
量
も
少

な
く
、
遺
構
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
集
落
な
ど
の
広
が
り
は
不
明
瞭
で

あ
る
。

　
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
に
な
る
と
人
の
活
動
が
再
び
確
認
で
き
る
よ

う
に
な
る
。
拝
殿
付
近
で
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴
建
物

跡
が
検
出
さ
れ
、当
該
時
期
の
集
落
が
広
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

市
内
で
は
珍
し
い
古
墳
時
代
中
期
の
遺
物
も
確
認
で
き
る
。

　
浅
間
大
社
遺
跡
に
お
け
る
本
格
的
な
活
動
は
、
平
安
時
代
中
ご
ろ
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
一
〇
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
遺
物
の
出
土
が
確
認
で
き
る
よ
う
に

な
り
、祭さ
い
祀し

な
ど
で
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
土は

師じ

器き

が
多
く
出
土
し
、「
東
」

と
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
墨
書
土
器
も
出
土
し
て
い
る
（
写
真
３−

12・

13、
図

３

−

２
）。
一
一
世
紀
ご
ろ
に
は
竪
穴
建
物
跡
な
ど
の
遺
構
も
確
認
で
き
る
。

一
〇
世
紀
前
半
は
、
律
令
制
の
行
き
詰
ま
り
と
と
も
に
富
士
郡ぐ
ん
衙が

と
さ
れ
る
東ひ
が
し

平だ
い
ら

遺
跡
（
富
士
市
）
が
衰
退
し
て
い
き
、
集
落
な
ど
が
分
散
し
、
東
日
本
の
集

落
動
向
に
同
調
し
た
富
士
郡
衙
に
お
け
る
地
域
再
編
の
姿
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
天て

ん

暦り
ゃ
く

年
間
（
九
四
七
～
九
五
七
）
に
は
、
駿す
る

河が

守の
か
み

に
就
任
し
た
平た
い
ら
の

兼か
ね

盛も
り

が
臨
時
の
祭
祀
に
て
歌
を
詠
ん
だ
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
出
土
し
た
遺
物
の

年
代
観
も
合
致
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
か
ら
信
仰
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。

　
一
二
～
一
六
世
紀
の
中
世
の
段
階
で
も
継
続
し
て
遺
物
・
遺
構
が
確
認
さ
れ

る
。
カ
ワ
ラ
ケ
の
ほ
か
、
常と
こ

滑な
め

や
瀬
戸・美み

濃の

の
国
産
陶
磁
器
も
確
認
で
き
る
。

中
に
は
貿
易
陶
磁
器
で
あ
る
青せ
い

磁じ

や
白は
く

磁じ

な
ど
の
威
信
材
も
出
土
し
て
お
り
、

大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
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土器の体部に「東」と記されている。
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中
世
に
お
け
る
記
録
と
し
て
は
、
室
町
幕
府
将
軍
足
利
義よ
し

持も
ち
の
御
教
書
や
今

川
範の
り

政ま
さ
の
奉
書
な
ど
に
造
営
の
記
録
が
あ
り
、
修
復
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
天て
ん

正し
ょ
う

四
～
六
年
（
一
五
七
六
～
一
五
七
八
）
に
は
武
田
勝か
つ
頼よ
り
に
よ

る
大
規
模
な
社
殿
の
造
営
な
ど
も
あ
り
、
活
発
な
活
動
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き

る
。

　
武
田
氏
が
滅
亡
し
た
際
の
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
に
浅
間
大
社
は
焼
け

落
ち
た
と
さ
れ
る
。
現
在
に
つ
な
が
る
社
殿
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
徳

川
家
康
に
よ
っ
て
新
し
く
造
営
さ
れ
た
も
の
が
始
ま
り
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

中
世
に
は
現
在
と
は
異
な
る
景
観
が
広
が
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
山
宮
浅
間
神
社
遺
跡

　
山
宮
浅
間
神
社
は
文
献
資
料
が
少
な
く
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
な

点
も
多
い
。
山
宮
浅
間
神
社
周
辺
は
溶
岩
地
や
火
山
灰
土
の
土
地
で
あ
り
、
水

資
源
も
乏
し
く
、
先
史
時
代
や
古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
、
非
常
に
住
み
づ
ら

い
土
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
山
宮
浅
間
神
社
遺
跡
は
史
跡
整
備
に
伴
な
っ
て
、
遥よ
う
拝は
い
所
周
辺
や
参
道
な
ど

で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
現
時
点
で
は
、一
一
世
紀
後
半
ご
ろ
の
山
茶
碗
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、

山
宮
浅
間
神
社
遺
跡
に
お
け
る
人
々
の
活
動
が
本
格
化
す
る
の
は
中
世
の
一
二

世
紀
ご
ろ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
遺
物
の
多
く
は
カ
ワ
ラ
ケ
で
あ
り
、
頻

繁
な
祭
祀
行
為
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ほ
か
に
も
常
滑
な
ど
の
国
産

陶
磁
器
や
貿
易
陶
磁
器
で
あ
る
青
磁
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浅
間
大
社

同
様
に
中
核
的
な
信
仰
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
現
在
の
遥
拝
所
と
呼
ば
れ
る
区
画
や
そ
の
周
り
の
石せ
き
塁る
い
な
ど
は
、
こ
の
時
期

に
構
築
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
遥
拝
所
の
あ
る
高
台
で
は
、
一
五
世
紀
ご
ろ

ま
で
は
継
続
的
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
六
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
利

用
は
限
定
的
に
な
り
、
遺
物
の
出
土
も
減
少
す
る
。
特
に
カ
ワ
ラ
ケ
の
減
少
は

写真 3-14　浅間大社遺跡出土漆器・カワラケ・陶磁器（中世）
■内は貿易陶磁器。

写真 3-15　山宮浅間神社遥拝所古写真（浅間大社蔵）

写真 3-16　山宮浅間神社遥拝所古写真（浅間大社蔵）
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顕
著
で
、
瀬
戸
・
美
濃
産
な
ど
の
陶
磁
器
は
わ
ず
か
に
確
認
で
き
る
。
カ
ワ
ラ

ケ
の
減
少
は
、
カ
ワ
ラ
ケ
を
多
く
用
い
た
祭
祀
行
為
か
ら
カ
ワ
ラ
ケ
を
使
わ
な

い
祭
祀
行
為
へ
と
変
化
し
た
結
果
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
現

在
の
籠こ
も
り

屋や

南
側
に
は
土
塁
が
南
北
方
向
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
土
塁

は
西
側
に
伸
び
四
角
い
区
画
を
作
り
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
土
塁
で
取
り

囲
ま
れ
た
建
物
群
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
村
山
浅
間
神
社
遺
跡

　
村
山
浅
間
神
社
遺
跡
は
村
山
浅
間
神
社
の
境
内
地
や
そ
の
周
辺
で
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
て
い
る
。
古
い
遺
物
と
し
て
は
、
境
内
地
か
ら
縄
文
時
代
中
期
の
土

器
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、周
辺
に
も
縄
文
時
代
の
遺
跡
が
散
在
し
て
い
る
た
め
、

当
該
期
の
人
々
の
活
動
が
想
定
で
き
る
。

　
現
在
の
村
山
浅
間
神
社
周
辺
で
の
人
々
の
明
確
な
活
動
が
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
は
平
安
時
代
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
活
動
域
は
現
在
の
境
内
地

の
北
側
の
社し
ゃ
叢そ
う
周
辺
で
あ
り
、
こ
こ
に
竪
穴
建
物
と
溝
が
構
築
さ
れ
て
い
た
。

　
遺
物
は
灰か
い
釉ゆ
う
陶
器
や
土は

師じ

器き

な
ど
が
出
土
し
て
お
り
、
一
〇
世
紀
前
半
ご
ろ

の
遺
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
時
代
の
村
山
浅
間
神
社
で
確
認
さ
れ
た
遺
構
は
、山
中
に
単
独
存
在
し
、

周
辺
に
広
が
り
が
な
く
特
殊
な
状
況
を
示
し
て
い
る
。
立
地
や
出
土
遺
物
な
ど

か
ら
、
信
仰
に
関
連
し
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
活

動
は
継
続
せ
ず
次
に
活
動
が
確
認
で
き
る
の
は
一
四
世
紀
ご
ろ
と
な
る
。

　
中
世
に
つ
い
て
は
、
一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
遺
構
・
遺
物
の

検
出
が
な
く
、
活
動
が
不
明
瞭
に
な
る
空
白
期
間
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
四
世

紀
ご
ろ
に
な
る
と
再
び
境
内
地
の
北
側
の
丘
陵
地
で
活
動
が
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
丘
陵
の
斜
面
地
を
平
坦
に
す
る
造
成
が
行
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
造
成
土
中
に
は
、
銭
貨
や
礫れ
き
石せ
き
経き
ょ
う

が
入
っ
て
お
り
、
地

鎮
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
造
成
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図 3-2　村山浅間神社遺跡調査地と古代・中世の想定活動域 写真 3-17　山宮浅間神社遺跡出土カワラケ・陶磁器 ( 中世 )
■内は貿易陶磁器。
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面
で
は
中
世
の
常
滑
の
甕か
め
や
緑り
ょ
く

釉ゆ
う
の
小
皿
、
和
釘
な
ど
の
遺
物
が
出
土
し
て
い

る
。

　
出
土
遺
物
や
遺
構
の
分
布
か
ら
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る
村
山
浅
間
神
社
遺

跡
の
主
な
活
動
域
は
、
現
在
の
大
日
堂
や
村
山
浅
間
神
社
が
建
っ
て
い
る
場
所

の
北
側
社
叢
周
辺
と
想
定
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
村
山
浅
間
神
社
に
お
い

て
も
近
世
か
ら
現
在
に
お
け
る
景
観
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

　
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
浅
間
神
社
に
つ
い
て
考
古
学
的
資
料
の
状
況
を

紹
介
し
て
き
た
。
浅
間
大
社
遺
跡
は
、
古
代
か
ら
中
世
で
は
継
続
的
な
土
地
利

用
が
あ
り
、
古
代
か
ら
信
仰
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
村

山
浅
間
神
社
遺
跡
は
、
一
〇
世
紀
前
半
に
土
地
利
用
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の

一
時
的
で
、
一
四
世
紀
ご
ろ
ま
で
空
白
期
が
あ
る
。
山
宮
浅
間
神
社
遺
跡
は
、

一
一
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
活
動
が
認
め
ら
れ
、
村
山
浅
間
神
社
遺
跡
と
活
動
時

期
の
ズ
レ
が
あ
る
。

　
特
に
中
世
に
お
い
て
は
、
青
磁
な
ど
の
貿
易
陶
磁
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
大
き
な
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
富
士
山
に
対

す
る
信
仰
の
中
核
的
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
考
古
学
的
資
料
か
ら
も
う
か

が
え
る
。

　

ま
た
、
い
ず
れ
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
現
在
の
景
観
と
は
異
な
っ
た
様
相
で

あ
っ
た
こ
と
も
共
通
し
て
い
る
。

写真 3-20　村山浅間神社遺跡出土陶磁器（中世）

写真 3-19　村山浅間神社遺跡出土礫石経（中世）

写真 3-18　村山浅間神社遺跡出土土器・灰釉陶器（古代）

図 3-3　「朝」の墨書が記された土器 （写真 3-18 ）
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写真 3-21　棟札写（相沼浅間神社所蔵）

（裏）（裏） （表）（表）

右
意
趣
者　
諸
仏
救
世
者
住
於
大
神
通
為
悦
衆
生
故
現
旡
量
神
力

　
　
　
　
　
駿
州
庵
原
郡
蒲
原
庄
内
房
郷
尾
崎
村

奉
新
造
勧
請
富
士
浅
間
大
菩
薩
・ 

八
幡
大
菩
薩
両
宮
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
大
檀
那
源
朝
臣武

田
勝
千
代
丸　
祢
宣〔
宜
〕鈴
木
形〔
刑
〕部
大
夫
盛
次　
是
者
本
願
敬
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
方
祢
宣〔

宜
〕来　
　
　
　
　
　
大
工
遠
州
窂
人

　
　
　
慈
眼
視
衆
生　
福
聚
皆
旡
量

時
天
文
〔
正
ヵ
〕拾
壱　
十
二
月
十
二
日　
　
　
錦
織
□
大
夫
広
盛
・
鈴
木
形〔
刑
〕大
夫
敬
白

　
　
大
檀
那
武
田
勝
千
代
丸
当
郷
長
衆
有
奉
裁（
斎
）、
諸
願
成
就
皆
令
満
足
砌

神
主
□
大
夫
広
盛

是
勧
請
本
人
也

庚
申
日
也

癸未

古
代
・
中
世
の
市
内
の
神
社

　
延え
ん
長ち
ょ
う

五
年
（
九
二
七
）
に
整
理
さ
れ
た
『
延え
ん
喜ぎ

式し
き
』
巻
九
、
巻
一
〇
は
、
い

わ
ゆ
る
「
延え
ん
喜ぎ

式し
き
神じ
ん
名み
ょ
う

帳ち
ょ
う

」
と
呼
ば
れ
、
全
国
三
一
三
二
座
の
神
々
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
三
一
三
二
座
の
神
々
は
神じ
ん
祇ぎ

官か
ん
か
ら
幣へ
い
帛は
く
が
頒は
ん
布ぷ

さ
れ
る
官か
ん
幣ぺ
い
社し
ゃ

と
、
そ
の
国
の
国こ
く

司し

か
ら
幣
帛
が
頒
布
さ
れ
る
国こ
く

幣へ
い

社し
ゃ

に
大
別
さ
れ
、
ま
た
、

国
家
祭さ
い
祀し

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
大
社
と
小
社
に
分
け
ら
れ
た
。

　
富
士
郡
に
は
大
社
と
し
て
浅
間
神
社
、
小
社
と
し
て
倭し

文ど
り
神
社
・
富ふ
く
知ち

神
社

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅
間
大

社
）、
倭
文
神
社
（
星
山
）、
富
知
神
社
（
朝
日
町
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
う
ち
富
知
神
社
に
つ
い
て
は
、『
吾あ
ず
ま妻
鏡か
が
み

』
文ぶ
ん
治じ

二
年
（
一
一
八
六
）

七
月
一
九
日
条
に
「
富
士
領
上か
み
政ま
ん
所ど
こ
ろ

福
地
社
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、浅
間
宮
（
浅

間
大
社
）
の
社
領
と
考
え
ら
れ
る
富
士
領
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉

時
代
初
期
に
は
浅
間
宮
の
支
配
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
室
町
時
代
に
な
る
と
、
本
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
浅
間
大
社
に
つ
い
て

は
文
書
か
ら
明
ら
か
に
な
る
が
、そ
れ
以
外
の
神
社
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
天て
ん
正し
ょ
う

五
年
（
一
五
七
七
）
付
け
の
浅
間
大
社
の
年
間

祭
礼
帳
「
富
士
大
宮
神
事
帳
」
か
ら
、
浅
間
大
社
の
末
社
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
前
述
の
福ふ

く

地ち

明み
ょ
う

神じ
ん
（
富
知
神
社
）・
嶽た
け

王お
う

子じ

（
倭
文

神
社
）
の
ほ
か
に
、
若
之
宮
（
若
之
宮
浅
間
神
社
、
元
城
町
）・成な
り
出で

若わ
か
宮み
や
（
若

宮
八
幡
宮
、
小
泉
）・金か
ん
之の

宮み
や
（
金
宮
神
社
、
淀よ
ど
師し

）・山
宮
（
山
宮
浅
間
神
社
）・

当
所
之
宮
（
当
所
神
社
、
北
山
）
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
天
正
五
年
、
内う
つ
房ぶ
さ
郷
を
治
め
て
い
た
穴あ
な
山や
ま
信の
ぶ
君た
だ
が
禰ね

宜ぎ

刑ぎ
ょ
う

部ぶ

太た

夫ゆ
う
に
内

房
郷
内
の
神し

ん
田で

ん
を
安あ

ん
堵ど

し
、
祭
礼
・
造
営
を
行
う
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の

神
社
は
内
房
に
あ
る
相そ
う
沼ぬ
ま
浅
間
神
社
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
伝
来
す
る

棟む
な

札ふ
だ

写
に
は
、
天て
ん

文ぶ
ん

一
一
年
（
天
正
一
一
年
〈
一
五
八
三
〉
の
誤
り
か
）、
穴

山
信
君
の
子
、
武
田
勝か

つ

千ち

代よ

を
大お
お

檀だ
ん

那な

と
し
て
禰
宜
鈴
木
刑
部
大
夫
盛も
り

次つ
ぐ

が

本
願
（
企
画
者
）
と
な
り
、
富ふ

士じ

浅せ
ん
間げ
ん
大だ
い
菩ぼ

薩さ
つ
・
八は
ち
幡ま
ん
大だ
い
菩ぼ

薩さ
つ
を
祀ま
つ
る
神
社
を

新
造
し
た
と
あ
る
。（
写
真
３−

21
）。

 

第
五
節
　
　
古
代
・
中
世
の
神
社
　
　
　



127

凡例
●古代・中世の文書で確認できる神社
●江戸時代の地誌で中世までに建立された
とされる神社

（ ）内は現在の名称

旧富士郡

旧庵原郡

富士浅間大菩薩・
八幡大菩薩両宮
（相沼浅間神社） 浅間神社

（浅間大社）

山宮
（山宮浅間神社）

倭文神社
（倭文神社）

富知神社／福地明神
（富知神社）

若之宮

成出若宮
（若宮浅間神社）

金之宮
（金宮神社）

当所之宮
（当所神社）

懸畑神社
（小浅間神社）

福石明神社
（福石神社）

正八幡宮
（山本八幡宮）

鷲鷹明神社
（鷲鷹八幡宮）

八幡曽我社
（曽我八幡宮）

（若之宮浅間神社）

図 3-4　古代・中世の市内の神社（地理院地図 Vector を加工して作成）

わし     たか

かけ    ばた

い  　はら

はち       まん　  そ　     が   　しゃ
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第
三
章  

古
代
・
中
世
の

　
　
　宗
教
と
信
仰

日
蓮
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
寺
院

　
市
内
で
最
も
多
い
寺
院
は
、
日
蓮
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
寺
院
で
あ
り
、
そ
の

中
心
と
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
富
士
五
箇
寺
」（
以
下
、
五
箇
寺
）
と
呼
ば

れ
る
大た
い
石せ
き
寺じ

・
北
山
の
本ほ
ん
門も
ん
寺じ

・
西
山
の
本
門
寺
・
小
泉
の
久く

遠お
ん
寺じ

・
妙み
ょ
う

蓮れ
ん
寺じ

で
あ
る
。
五
箇
寺
は
い
ず
れ
も
中
世
に
開
か
れ
、
寺
内
に
伝
来
す
る
文
書
か
ら

そ
の
活
動
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

五
箇
寺
以
外
の
日
蓮
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
寺
院
は
、
中
世
の
史
料
が
限
ら

れ
て
お
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
江
戸
時
代
初
期
の
「
諸
宗
末
寺
帳
」
か
ら
断

片
的
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。「
諸
宗
末
寺
帳
」
は
、
寛か
ん

永え
い

九
年

（
一
六
三
二
）
か
ら
一
〇
年
に
か
け
て
、
江
戸
幕
府
の
命
令
で
提
出
さ
れ
た
全

国
の
諸
宗
（
天
台
宗・浄
土
真
宗
を
除
く
）
の
本
寺
と
末
寺
の
一
覧
表
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
身
延
山
久
遠
寺
が
提
出
し
た
「
法ほ
っ
花け

宗
諸
寺
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
市

内
に
は
前
述
の
五
箇
寺
以
外
に
身
延
山
久
遠
寺
末
寺
と
し
て
妙み
ょ
う

善ぜ
ん
寺じ

（
青
木
）、

浄（
定

林林

寺寺
）・
正し
ょ
う

法ぼ
う
寺じ

・
光（

興

徳徳

寺寺
）・
安あ
ん
立り
ゅ
う

寺じ

・
妙み
ょ
う

泉せ
ん
寺じ

（
柚ゆ

野の

）、
長ち
ょ
う

見け
ん
寺じ

（
長な
が
貫ぬ
き
）、

吉き
ち
祥じ
ょ
う

寺じ

（
羽は

鮒ぶ
な
）、
東と
う
漸ぜ
ん
寺じ

（
安あ

居ご

山や
ま
）、
大だ
い
泉せ
ん
寺じ

（
大
宮
）、
本ほ
ん
成じ
ょ
う

寺じ

（
内う
つ
房ぶ
さ
）

の
一
一
カ
寺
が
あ
っ
た
（
図
３−
５
）。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
の
五
箇
寺
の
末

寺
は
史
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
不
明
で
あ
る
。
天て

ん
明め
い
六・七
年（
一
七
八
六・八
七
）

に
作
成
さ
れ
た
水み

戸と

彰し
ょ
う

考こ
う
館か
ん
蔵
「
諸
宗
末
寺
帳
」
に
は
、
五
箇
寺
と
そ
の
末
寺

が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
段
階
で
も
五
箇
寺
に
末
寺
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
文ぶ
ん
政せ
い
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
編へ
ん
纂さ
ん
さ
れ
た
地
誌
『
駿
河
記
』
は
、
鎌

倉
時
代
に
妙み
ょ
う

興こ
う
寺じ

（
長
貫
）、
南
北
朝
時
代
に
本ほ
ん
妙み
ょ
う

寺じ

（
北
山
）、
戦
国
時
代
に

代だ
い

世せ
い

寺じ

（
上
柚
野
）・本
妙
寺
（
沼
久
保
）・本
光
寺
（
宝
町
）・圓え

ん
恵ね

寺じ

（
大
久
保
）

な
ど
が
開
山
し
た
と
紹
介
し
て
い
る
（
図
３−

５
）。

こ
う  

と
く   

じ

じ
ょ
う
り
ん   

じ
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写真 3-22　法花宗諸寺目録（国立公文書館蔵）
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凡例
●曹洞宗寺院
●日蓮の教えを受け継ぐ寺院
（「法花宗諸寺目録」から抽出）

●日蓮の教えを受け継ぐ寺院
（江戸時代の地誌から抽出）
●浄土宗寺院
●修験寺院
●臨済宗寺院
●真言宗寺院
△宗派不明寺院
場所不明寺院

※赤字は廃寺
法蔵院

大石寺

妙蓮寺

本妙寺 久遠寺

妙円寺安養寺

妙善寺
先照寺

重林寺

萬松院

大頂寺
平等寺

本光寺

東漸寺

本光寺

大悟庵

本妙寺

興法寺
延命寺
正法寺

代世寺
三澤寺

圓恵寺
吉祥寺

妙興寺

長見寺

本成寺

祥禅寺

西山本門寺

北山本門寺
千光寺

鳳林寺

積善寺

龍泉寺
宗持院

二桂院

旧富士郡

旧庵原郡

神宮寺

神光寺栄立寺

大泉寺

宝積寺

光徳寺

浄林寺

安立寺

妙泉寺

図 3-5　中世の市内の寺院（地理院地図 Vector を加工して作成）
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と
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仰

曹
洞
宗
寺
院

　
室
町
時
代
中
期
、
瑩け
い
山ざ
ん
紹じ
ょ
う

瑾き
ん
門
下
の
峨が

山さ
ん
派
の
う
ち
、
無む

外が
い
円え
ん
昭し
ょ
う

系
の
無む

著じ
ゃ
く

妙み
ょ
う

融ゆ
う
門
下
の
人
々
が
駿す
ん
遠え
ん
両
国
に
進
出
し
た
。
先せ
ん
照し
ょ
う

寺じ

は
、
無
著
妙
融
門
下
の

一
人
で
あ
る
純じ
ゅ
ん

白ぱ
く
融ゆ
う
清せ
い
が
、
真
言
宗
か
ら
曹
洞
宗
に
改
め
て
成
立
し
た
と
伝
わ

る
（
写
真
３−

23
）。
同
寺
の
開
基
は
富
士
山
本
宮
浅
間
大
社
（
以
下
、
浅
間

大
社
）
の
大
宮
司
富
士
成
時
と
さ
れ
、
寛か
ん

文ぶ
ん

年
間
（
一
六
六
一
―
一
六
七
三
）

ま
で
富
士
氏
の
菩ぼ

提だ
い
寺じ

だ
っ
た
。
市
内
に
日
蓮
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
大
き
な
寺

院
が
並
び
立
つ
中
で
、
先
照
寺
が
末
寺
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
富
士

氏
の
帰
依
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
先
照
寺
は
、弘こ
う
治じ

元
年
（
一
五
五
五
）
に
今
川
義よ
し
元も
と
か
ら
、検
地
に
よ
っ

て
算
出
さ
れ
た
一
貫
文
余
の
年
貢
増
加
分
の
寄
進
と
諸
末
寺
の
支
配
権
な
ど
の

保
証
を
受
け
た
。
あ
わ
せ
て
先
照
寺
は
、
今
川
氏
の
武ぶ

運う
ん
長ち
ょ
う

久き
ゅ
う

を
祈
る
「
祈
願

所
」
と
し
て
、
住
持
職
の
任
命
権
を
今
川
氏
に
掌
握
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
検
地

の
免
除
や
諸
役
免
除
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
後
寺
伝
に
よ
る
と
、
武
田
氏
が
駿
河
を
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
際
、
武

田
氏
家
臣
の
穴あ
な
山や
ま
信の
ぶ
君た
だ
に
よ
り
先
照
寺
は
、
本
山
を
無
著
妙
融
開
山
の
泉
福
寺

（
大
分
県
）
か
ら
通つ
う

幻げ
ん

派
の
甲か

斐い

の
龍り
ゅ
う

華げ

院い
ん
（
山
梨
県
甲
府
市
）
へ
変
更
す
る

よ
う
強
制
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
か
「
本
末
帳
」
で
は
、
先
照
寺
は
無
著

派
で
は
な
く
通
幻
派
に
な
っ
て
い
る
。

　
安あ

ん
養よ
う
寺じ

（
杉
田
）
は
、
市
内
唯
一
の
曹
洞
宗
太た
い
源げ
ん
派
の
寺
院
で
あ
る
（
写
真

３−

24
）。
開
山
は
、
保ほ
う
寿じ
ゅ
寺じ

（
現
富
士
市
伝
法
）
を
開
い
た
喜
雲
龍
怡
の
弟
子　
　
　
　
　
　

雲う
ん

峰ぽ
う

智ち

長ち
ょ
う

で
あ
る
。
寺
伝
に
よ
る
と
、
享き
ょ
う

禄ろ
く

元
年
（
一
五
二
八
）、
雲
峰
智
長

が
既
存
の
寺
院
を
改
宗
し
て
建
立
し
た
と
い
う
。

　
弘こ
う

治じ

二
年
（
一
五
五
六
）、
今
川
義
元
は
安
養
寺
に
対
し
、
先
の
地
頭
富
士

図ず

書し
ょ

助の
す
け

（
又
七
郎
）
が
発
給
し
た
証
文
に
基
づ
い
て
畠は

た
屋や

敷し
き

を
寄
付
し
た
。
さ

ら
に
増
善
寺
住
持
の
嘆た
ん
願が
ん
に
よ
り
、天て
ん
文ぶ
ん
二
三
年（
一
五
五
四
）の
検
地
に
よ
っ

て
算
出
さ
れ
た
年
貢
増
加
分
も
安
養
寺
へ
寄
進
し
て
い
る
。

表 3-1　「諸宗本末帳」に見る市内の曹洞宗寺院図 3-6　峨山派法系図
（一部省略、『静岡県史通史編２中世』・
『曹洞宗全書大系譜１』より作成）

【通】曹洞宗通幻派本末記下（国立公文書館蔵）

【小】駿州曹洞宗小末寺帳（国立公文書館蔵）

【知】曹洞宗遠州駿州知識所之分三河存候分計

　　　伊豆太源派計（国立公文書館蔵）

道
元
…
…
瑩
山
紹
瑾

　
　峨
山
韶
碩

（
峨
山
派
）

ど
う
げ
ん

そ
う
し
ん

ば
い
ざ
ん
も
ん
ぽ
ん

じ
ょ
ち
ゅ
う
て
ん
ぎ
ん

ぎ
ょ
う
し
し
ょ
う
じ
ゅ
ん

う
ん
ぽ
う
ち
ち
ょ
う

た
い
ほ
し
ょ
う
ぼ
く

せ
き
そ
う
え
ん
ち
ゅ
う

た
い
が
ん
そ
う
ば
い

に
ょ
う
せ
き

（
無
外
派
）

（
太
源
派
）

（
通
幻
派
）

無
外
円
昭

　
　無
著
妙
融

　
　純
白
融
清
…
…

通
幻
寂
霊
…
…

行
之
正
順

　
　大
蒲
正
睦

　
　喜
雲
龍
怡

雲
峰
知
長
…
…

太
源
宗
真

　
　梅
山
聞
本

　
　如
仲
天
誾

　
　石
叟
円
柱

　
　大
巌
宗
梅

派閥 寺　号 現在地（旧地） 出　典

通幻派

先照寺（先照寺） 大中里 【通】【小】【知】
泉光寺（千光寺） 精進川（【通】柚野）【通】
延命寺（延命寺） 柚野 【通】【小】
保蔵院／宝蔵院（法蔵院） 内野 【通】【小】
赤善寺／借善院（積善院） （内野） 【通】【小】
保林寺／鳳林寺（鳳林寺） （元城町） 【通】【小】
龍泉院（龍泉寺） 山本 【通】【小】
宗慈院／総持院（宗持院） 山本 【通】【小】
萬松寺／萬松院（萬松院） 元城町 【通】【小】
仁慶寺／二桂院（二桂院） （宮町） 【通】【小】
重林寺（重林寺） （元城町） 【通】【小】
大悟庵（大悟庵） 星山 【通】【知】
栄元寺 大宮とあるが不明 【通】
瑞光寺 大宮とあるが不明 【通】
願得寺／願徳寺 大宮とあるが不明 【通】【小】
龍光院 佐折とあるが不明 【通】【小】
東清寺 柚野とあるが不明 【通】
東松院／東照院 柚野とあるが不明 【通】【小】

太源派 安養寺（安養寺） 杉田 【知】

寺号の（　）内は現在伝わっている表記。赤字は廃寺。
■は【通】記載の先照寺末寺
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そ
の
ほ
か
の
寺
院

　
そ
の
ほ
か
の
寺
院
は
祥し
ょ
う

禅ぜ
ん

寺じ

（
臨
済
宗
）、
宝ほ
う

幢ど
う

院い
ん
・
宝ほ
う

積し
ゃ
く

寺じ

（
真
言
宗
）、

平び
ょ
う

等ど
う
寺じ

・
大だ
い
頂ち
ょ
う

寺じ

（
浄
土
宗
）、
興こ
う
法ほ
う
寺じ

（
修
験
、
本
編
第
三
節
）
で
あ
る
。

臨
済
宗

　

祥
禅
寺
（
内
房
）
は
、
市
内
唯
一
の
中
世
期
開
山
の
臨
済
宗
寺
院
で
あ

る
。
天て
ん

正し
ょ
う

七
年
（
一
五
七
九
）、
穴
山
信
君
は
内
房
の
祥
禅
庵
領
を
興お
き

津つ

の
清せ
い

見け
ん

寺じ

塔た
っ

頭ち
ゅ
う

の
竜
沢
庵
に
与
え
て
い
る
が
（
写
真
３−

25
）、
こ
の
祥
禅
庵
は
祥

禅
寺
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
寺
伝
で
は
、
永え
い

禄ろ
く

年
間
（
一
五
五
八
―

一
五
七
〇
）
に
穴
山
信
君
が
浄
財
を
喜
捨
し
、庵
を
寺
号
に
改
称
し
た
と
す
る
。

市
内
に
は
臨
済
宗
寺
院
が
少
な
く
、江
戸
時
代
に
お
い
て
も
同
寺
と
龍り
ょ
う

興こ
う
寺じ（
内

房
）
以
外
確
認
で
き
な
い
。

真
言
宗

　
宝
幢
院
は
浅
間
大
社
の
別
当
寺
で
、
本
寺
は
京
都
の
醍だ
い
醐ご

寺じ

で
あ
る
。
宝
幢

院
は
永え

い

享き
ょ
う

六
年
（
一
四
三
四
）、
今
川
範の
り

忠た
だ

が
「
富
士
別
当
跡
」
を
大
宮
司
富

士
能の

登と
の
か
み守
に
任
せ
た
こ
と
に
始
ま
る
（
写
真
３−

26
）。
当
初
は
別
当
を
相
続

す
る
者
が
居
た
が
、
室
町
時
代
中
期
に
は
名
前
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し

か
し
、
戦
国
時
代
に
宝
幢
院
増ぞ
う
円え
ん
が
護ご

摩ま

堂ど
う
と
と
も
に
再
興
し
、
今
川
氏う
じ
親ち
か
・

義
元
・
氏う
じ
真ざ
ね
が
領
地
の
権
利
保
証
・
諸
役
免
除
を
し
た
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代

初
期
ま
で
に
は
護
摩
堂
に
天
皇
直じ
き
筆ひ
つ
の
額
が
か
か
り
、
醍
醐
寺
報ほ
う
恩お
ん
院い
ん
相そ
う
伝で
ん
の

木
造
不ふ

動ど
う
明み
ょ
う

王お
う
像
（
行ぎ
ょ
う

基き

作
）
が
本
尊
と
し
て
置
か
れ
た
。

　
宝
積
寺
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
元げ
ん

亀き

三
年
（
一
五
七
二
）、
武
田
氏
が
浅
間

大
社
供
僧
の
式し
き
部ぶ

卿き
ょ
う

に
安
堵
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
浅
間
大
社
の
神
宮
寺
の
可

能
性
が
あ
る
。

浄
土
宗

　
『
駿
河
記
』や
、文ぶ
ん
久き
ゅ
う

元
年（
一
八
六
一
）に
編へ
ん
纂さ
ん
さ
れ
た『
駿
河
志
料
』に
は
、

平
等
寺
は
讃
誉
了
公
、
大
頂
寺
は
定
誉
助
諦
に
よ
り
戦
国
時
代
に
開
か
れ
た
と

あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

写真 3-23　先照寺

写真 3-24　安養寺

写真 3-25　穴山信君判物（清見寺蔵）

写真 3-26　駿河守護今川範忠書下
（大宮司富士家文書、静岡県立美術館蔵）



132

第
三
章  

古
代
・
中
世
の

　
　
　宗
教
と
信
仰

日
蓮
・
日に
っ
興こ
う
に
つ
な
が
る
寺
院

　
市
内
に
は
、
上
野
の
大た
い
石せ
き
寺じ

、
北
山
（
重お
も
須す

）
の
本ほ
ん
門も
ん
寺じ

、
西
山
の
本
門
寺
、

小
泉
の
久く

遠お
ん
寺じ

と
い
う
、
日
蓮
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
寺
院
が
あ
る
。
多
様
な
仏

教
宗
派
の
寺
院
が
ま
ん
べ
ん
な
く
広
が
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
蓮
に
つ
な
が
る

大
き
な
寺
院
が
並
び
立
ち
、
圧
倒
的
な
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、

こ
の
地
域
の
際
立
っ
た
特
色
と
い
え
る
。

　
上
野
（
上
条
）
の
大
石
寺
は
、日
蓮
の
高こ
う
弟て
い
の
日
興
が
開
創
し
た
寺
で
あ
る
。

甲か

斐い
の
く
に国
の
身
延
（
山
梨
県
南み
な
み

巨こ

摩ま

郡
身
延
町
）
を
居
所
と
し
な
が
ら
布
教
を
進

め
て
い
た
日
蓮
が
弘こ
う
安あ
ん
五
年
（
一
二
八
二
）
に
遷せ
ん
化げ

し
た
後
、
日
興
は
身
延
に

い
て
日
蓮
の
墓
所
を
守
っ
て
い
た
。
数
年
後
に
日
興
は
身
延
を
離
れ
て
駿
河
国

富
士
上か
み
方か
た
の
上
野
に
赴
き
、
正し
ょ
う

応お
う
三
年
（
一
二
九
〇
）
に
寺
を
開
い
た
（
南
条

時と
き

光み
つ

が
開か
い

基き

と
な
る
）。
日
興
の
住
坊
が
建
て
ら
れ
た
後
、
東
西
に
六
人
の
高

僧
に
よ
っ
て
諸
坊
が
建
立
さ
れ
、
伽が

藍ら
ん
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ
が
大
石
寺
の
は

じ
ま
り
で
あ
る
。
大
石
寺
は
現
在
「
た
い
せ
き
じ
」
と
い
う
が
、は
じ
め
は
「
お

お
い
し
で
ら
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
北
山
（
重
須
）
の
本
門
寺
（
北
山
本
門
寺
）
も
日
興
が
開
い
た
寺
で
、
永え
い
仁に
ん

六
年
（
一
二
九
八
）
に
「
日に
ち
蓮れ
ん
聖し
ょ
う

人に
ん
御み

影え
い
堂ど
う
」「
本ほ
ん
化げ

垂す
い
迹し
ゃ
く

天て
ん
照し
ょ
う

大だ
い
神じ
ん
宮ぐ
う
」「
法ほ
っ

華け

本ほ
ん

門も
ん

寺じ

根こ
ん

源げ
ん

」
が
造
営
さ
れ
た
（
北
山
本
門
寺
蔵
の
棟
札
に
よ
る
）。
日
興

は
「
重
須
談
所
」
を
開
設
し
て
後
進
の
育
成
に
あ
た
り
、
同
寺
で
遷
化
し
た
。

　
西
山
の
本
門
寺
（
西
山
本
門
寺
）
は
、
日
興
の
弟
子
で
あ
る
日に
ち
代だ
い
が
開
い
た

寺
院
で
、
康こ
う
永え
い
三
年
（
一
三
四
四
）
の
開
創
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
・
日

興
の
法
灯
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
、
こ
の
寺
も
「
本
門
寺
」
と
称
し
、
布
教

活
動
を
展
開
し
た
。

　
小
泉
の
久
遠
寺
は
、
日
興
の
弟
子
で
あ
る
日に
ち
郷ご
う
が
開
い
た
寺
で
、
建け
ん
武む

元
年

（
一
三
三
四
）
の
開
創
と
伝
わ
る
。
日
郷
と
そ
の
後
継
者
は
安あ

房わ
の
く
に国
保ほ

田た

（
千

 

第
七
節
　
　
大
石
寺
・
本
門
寺
・
久
遠
寺
　
　
　

写真 3-27　題目杉（北山本門寺、静岡県指定天然記念物）
日興が題目を唱えながら植えたといわれる杉の大樹。もとは「南無妙法蓮華経」の７字にあわせて7本あったとい
うが、現在は3本が残されている。
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葉
県
安
房
郡
鋸き
ょ
南な
ん
町
）
の
妙み
ょ
う

本ほ
ん
寺じ

を
居
所
と
し
て
い
た
の
で
、
小
泉
の
久
遠
寺

と
妙
本
寺
は
強
く
つ
な
が
っ
て
お
り
、
歴
代
住
持
は
妙
本
寺
に
住
み
、
久
遠
寺

に
は
代
官
が
派
遣
さ
れ
寺
の
管
理
に
あ
た
っ
て
い
た
。

戦
国
大
名
の
統
治
と
寺
院
の
動
向

　
室
町
時
代
の
富
士
宮
市
域
に
は
、
大
石
寺
・
北
山
本
門
寺
・
西
山
本
門
寺
・

久
遠
寺
と
い
う
、
日
蓮
の
教
え
に
つ
ら
な
る
寺
院
が
並
び
立
ち
、
住
持
が
代
を

重
ね
て
い
た
。
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
駿
河
守
護
の
今
川
氏
が
独
立
の
地
域
権

力
（
戦
国
大
名
）
と
し
て
地
位
を
確
立
さ
せ
、
富
士
宮
市
域
の
寺
院
も
大
名
と

の
関
わ
り
を
模
索
し
つ
つ
勢
力
の
保
全
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

　
永え
い

正し
ょ
う

一
二
年
（
一
五
一
五
）、
今
川
氏う
じ

親ち
か

が
北
山
本
門
寺
の
日に
ち

国こ
く

に
あ
て
て

判は
ん

物も
つ

を
出
し
、「
日
蓮
聖
人
よ
り
の
嫡ち
ゃ
く

々ち
ゃ
く

相そ
う

承じ
ょ
う

」
と
「
本
門
寺
を
号
し
て
い

る
こ
と
」
を
承
認
し
て
い
る
。
日
蓮
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
寺
院
で
、
本
門
寺

と
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
を
、
大
名
か
ら
認
め
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
大
名
が
自

発
的
に
文
書
を
出
し
た
の
で
は
な
く
、
本
門
寺
の
側
が
駿
府
に
赴
い
て
依
頼

し
、
氏
親
が
こ
れ
に
応
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
北
山
本
門
寺
は
大だ
い
永え
い
二
年

（
一
五
二
二
）
に
も
氏
親
か
ら
判
物
を
与
え
ら
れ
、
年
貢
以
外
の
諸
役
（
門
前

に
か
か
る
棟
別
銭
な
ど
）
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。

　
上
野
の
大
石
寺
も
関
係
者
が
駿
府
に
赴
い
て
、氏
親
か
ら
判
物
を
頂
戴
し
た
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
紛
失
し
て
し
ま
い
、
あ
ら
た
め
て
判
物
を
も
ら
う
必
要
に
迫

ら
れ
た
。
氏
親
は
す
で
に
死
去
し
、
嫡ち
ゃ
く

男な
ん
の
氏う
じ
輝て
る
が
若
年
の
た
め
、
母
親
の
寿じ
ゅ

桂け
い
尼に

が
大
石
寺
の
訴
え
を
受
理
し
、
棟
別
銭
な
ど
の
諸
役
を
免
除
す
る
と
い
う

内
容
の
文
書
を
作
り
こ
れ
に
応
え
て
い
る
。

　
氏
輝
が
政
務
に
あ
た
る
よ
う
に
な
る
と
、
北
山
本
門
寺
と
大
石
寺
は
ま
た
駿

府
の
政
権
に
働
き
か
け
、
権
益
を
保
証
す
る
と
い
う
内
容
の
氏
輝
の
判
物
を
得

た
。
天て
ん
文ぶ
ん
五
年
（
一
五
三
六
）
に
氏
輝
が
死
去
し
て
弟
の
義よ
し
元も
と
が
家
督
を
継
ぐ

が
、
こ
の
代
替
わ
り
に
あ
た
っ
て
も
、
北
山
本
門
寺
と
大
石
寺
の
関
係
者
は
駿

府
に
赴
い
て
申
請
し
、
義
元
の
判
物
を
獲
得
し
て
い
る
。

久
遠
寺
の
火
災
と
再
建

　
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
二
月
、
相さ

が
み模
の
北
条
氏
の
軍
勢
が
駿
河
に
攻
め
入

り
、
今
川
氏
と
北
条
氏
の
戦
い
が
始
ま
る
。
こ
の
と
き
上
野
の
大
石
寺
の
人
々

は
、
す
ぐ
に
北
条
氏
の
陣
中
に
赴
い
て
、「
軍
勢
な
ど
が
寺
に
入
っ
て
濫ら
ん

妨ぼ
う

狼ろ
う

藉ぜ
き
を
働
く
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
い
う
内
容
の
文
書
（
禁き
ん
制ぜ
い
）
を
手
に
入
れ
た
。

禁
制
を
得
る
に
は
相
応
の
「
礼
銭
」
を
支
払
う
必
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た

方
法
で
寺
を
守
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
大
石
寺
は
戦
火
を
免
れ
た
よ
う
だ

が
、
小
泉
の
久
遠
寺
は
影
響
を
被
り
、
御み

堂ど
う
や
客
殿
が
焼
失
す
る
と
い
う
結
果

に
な
っ
た
。
今
川
氏
と
北
条
氏
の
に
ら
み
あ
い
が
続
く
中
、
北
山
本
門
寺
は
今

川
と
の
関
係
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
く
、天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）

に
は
住
持
の
日に
ち
耀よ
う
が
諸
役
免
除
な
ど
を
内
容
と
す
る
判
物
を
義
元
か
ら
与
え
ら

れ
て
い
る
。

　
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）、
今
川
義
元
は
北
条
氏
と
和
睦
し
て
駿
河
東
部

を
手
に
入
れ
、
戦
い
は
終
息
す
る
。
こ
う
し
た
中
、
焼
失
し
た
小
泉
の
久
遠

寺
の
再
建
が
本
格
的
に
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
久
遠
寺
は
安
房
の
妙
本
寺

と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
妙
本
寺
の
住
持
が
久
遠
寺
住
持
を
兼
ね
て
い
た
の

で
、
妙
本
寺
住
持
の
日に
ち

我が

が
主
導
し
て
復
興
事
業
を
進
め
た
。
天
文
一
五
年

（
一
五
四
六
）
に
日
我
は
久
遠
寺
に
入
り
、
翌
年
春
ま
で
こ
こ
に
滞
在
し
て
造

営
を
開
始
、
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
に
は
御
堂
が
再
建
さ
れ
た
。

北
山
と
西
山
の
争
い

　
永
禄
一
一
年
（
一
五
六
八
）
冬
、
武
田
信
玄
が
駿
河
に
攻
め
入
り
、
今
川
領

国
は
崩
壊
し
た
。
し
ば
ら
く
駿
河
東
部
に
お
い
て
武
田
氏
と
北
条
氏
の
戦
い
が

続
く
が
、
地
域
の
寺
院
も
影
響
を
受
け
、
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
二
月
に

北
山
本
門
寺
が
焼
失
、
大
石
寺
も
被
害
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
西
山
本
門
寺
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の
関
係
者
は
七
月
に
武
田
の
陣
中
に
赴
き
禁
制
を
獲
得
し
て
い
る
。
戦
い
は
武

田
氏
の
勝
利
に
終
り
、
信
玄
は
駿
河
一
国
を
領
国
に
加
え
た
。
小
泉
の
久
遠
寺

の
衆し
ゅ
徒と

た
ち
は
、戦
火
の
中
、本
尊
を
守
護
し
な
が
ら
伊
豆
に
逃
れ
て
い
た
が
、

戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
小
泉
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
も
な
く
武
田
信
玄
が
死
去
し
、
子
の
勝か
つ

頼よ
り

が
跡
を
継
ぐ
が
、
天て
ん

正し
ょ
う

元
年

（
一
五
七
三
）
一
二
月
、
西
山
本
門
寺
の
人
々
が
申
請
し
て
勝
頼
か
ら
判
物
を

与
え
ら
れ
て
い
る
（
写
真
３−

28
）。「
本
門
寺
は
開
山
日
興
の
血
脈
に
任
せ
、

日
代
門
下
の
仏
法
興
隆
に
励
む
よ
う
に
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
興
に

つ
な
が
る
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
大
名
か
ら
認
め
ら
れ
、
諸
役
免
除
の
特
権
も
得

た
。

　
こ
の
あ
と
西
山
本
門
寺
の
人
々
は
思
い
切
っ
た
行
動
に
出
る
。
住
持
の
日に
っ
春し
ゅ
ん

が
武
田
氏
に
訴
え
出
て
朱
印
状
を
獲
得
、
武
田
氏
の
奉
行
衆
や
西
山
の
人
々
が

北
山
本
門
寺
に
押
し
寄
せ
、
日
蓮
筆
の
本
尊
を
は
じ
め
と
す
る
重
宝
を
接
収
し

た
の
で
あ
る
。
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
三
月
一
七
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
北
山

本
門
寺
の
日に
ち
殿で
ん
は
甲
府
に
赴
い
て
、
西
山
側
の
行
動
を
非
難
す
る
訴
え
を
起
こ

し
た
。

　
翌
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
に
武
田
氏
が
滅
亡
し
て
徳
川
家
康
が
駿
河
の

統
治
者
と
な
る
。
北
山
本
門
寺
と
西
山
本
門
寺
の
争
い
は
継
続
し
て
い
て
、
天

正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
に
は
北
山
の
日に
ち

健け
ん

と
西
山
の
日
春
が
駿
府
に
赴
き
、

家
康
の
面
前
で
問
答
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
重
宝
は
北
山
本
門
寺
に

戻
っ
た
よ
う
だ
が
、
西
山
本
門
寺
も
そ
の
地
位
を
保
ち
、
二
つ
の
寺
は
新
た
な

歩
み
を
進
め
る
。

　
戦
国
時
代
に
な
る
と
、
上
野
（
下
条
）
の
妙み
ょ
う

蓮れ
ん

寺じ

も
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
、

武
田
勝
頼
や
徳
川
家
康
か
ら
諸
役
免
除
な
ど
を
保
証
す
る
証
文
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
江
戸
時
代
に
は
大
石
寺
・
北
山
本
門
寺
・
西
山
本
門
寺
・
久
遠
寺
に
妙

蓮
寺
を
加
え
た
五
つ
の
寺
院
が
「
富
士
五
箇
寺
」（
現
在
の
富
士
五
山
）
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

写真 3-28　武田勝頼判物（西山本門寺）
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大
石
寺
で
は
、
平
成
二
一
年
（
二
〇
〇
九
）
に
御み

影え
い

堂ど
う

の
解
体
修
理
に

伴
い
、
御
影
堂
の
基き

壇だ
ん

部
分
に
一
部
ト
レ
ン
チ
を
設
け
て
発
掘
調
査
し
て

い
る
。
御
影
堂
は
江
戸
時
代
の
建
立
で
、
基
壇
も
当
該
期
の
構
築
で
あ
る
。

一
方
、こ
の
調
査
で
は
、基
壇
の
構
築
に
よ
り
削
平
を
受
け
て
い
る
も
の
の
、

御
影
堂
建
立
以
前
の
中
世
の
大
石
寺
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
や

遺
物
が
確
認
さ
れ
た
。遺
物
は
古
い
も
の
で
は
鎌
倉
時
代（
一
三
世
紀
ご
ろ
）

か
ら
戦
国
時
代
（
一
六
世
紀
ご
ろ
）
ま
で
出
土
し
て
い
る
。
蔵
骨
器
と
し

て
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
瀬
戸・美み

濃の

産
の
四し

耳じ

壺こ

や
壺
、常と
こ
滑な
め
産
の
壺
、

甕か
め

の
出
土
が
目
立
つ
。
カ
ワ
ラ
ケ
も
出
土
し
て
お
り
、
宗
教
的
な
行
事
で

使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
貿

易
陶
磁
器
の
青
磁
も
確
認
で
き
る
。

　
御
影
堂
建
立
以
前
の
遺
構
は
、
土ど

坑こ
う

や
石
敷
遺
構
、
配
石
遺
構
な
ど
が

発
見
さ
れ
て
い
る
。
土
坑
は
火
葬
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
骨
と
と
も
に

炭
化
材
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
御
影
堂
建
立
以
前
は
こ
の
領

域
が
大
石
寺
の
墓
域
と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
石
敷
遺
構

や
配
石
遺
構
は
墓
域
に
関
連
し
た
構
築
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
調
査
か
ら
、御
影
堂
創
建
以
前
の
様
相
が
わ
ず
か
に
見
え
る
。ま
ず
、

一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
ご
ろ
（
前
半
期
）
の
創
建
時
の
時
期
は
、
発
見

さ
れ
て
い
る
人
骨
や
蔵
骨
器
と
さ
れ
る
遺
物
の
出
土
状
況
か
ら
火
葬
墓
の

墓
域
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
若
干
の
空
白
期
を
経
て
、

一
五
世
紀
後
半
ご
ろ
（
後
半
期
）
に
は
再
度
墓
域
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
遺
構
に
は
、
一
基
の
み
だ
が
土
葬
墓
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

火
葬
と
土
葬
の
両
方
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
空
白
期
は
、
前
半
期

の
遺
構
の
一
部
が
自
然
堆
積
層
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
潤
井
川
の

氾
濫
な
ど
の
自
然
災
害
に
巻
き
込
ま
れ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

0 10m
：御影堂建立以前の墓域に関わる遺構

図 3−7　大石寺調査区全体図 写真 3−30　土葬人骨が発見された土坑（SK01）

写真 3−29　火葬人骨が発見された土坑（SX02）


